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【引用元】 

・労働安全衛生規則 

・電気設備に関する技術基準を定める省令 

・電気設備の技術基準の解釈 

・発変電規程（JEAC5001-2012） 

社会インフラ営業部 産業Ｇ 土井英明 

＜気になるNEWS＞ 

 「人が服に合わせる時代から、服が人に合わせる時代へ！」 

 服の通販サイトが“採寸ボディースーツ”なるものを顧客へ配布、一体なん

なのか？ 

 伸縮センサーが内蔵された全身スーツのようなものを着てスマホをかざす

と、瞬時に体の寸法を計測、店に行って試着しなくても自分にあったサイズ

の服がネットで購入できるというもの。 

 夢だと思っていたことが、アッと言う間に現実になる超スピード社会、弊社も

皆様を驚かすような製品，サービスを迅速に提供していきます！ 

【２０１７年の開催実績】 

－ ２月（豊洲） － 

 ◇ 基礎から分かる受変電設備の保全管理 

 ◇ 知っておきたいトラブル時の応急策 

 ◇ デジタル形保護継電装置（PACGEAR）のデモンストレーション 

－ １２月（小山） － 

 ◇ 受変電設備の保全 

 ◇ 東光高岳 特高受変電設備のご紹介・見学 ＜ 右記 ＞ 

 ◇ ご案内 「 東光高岳のメンテナンスサービス 」 

 

【２０１８年の開催予定】 

 次回は、２０１８年２月頃（場所未定）の開催を予定しており、詳細は決まり次第、

弊社担当者よりご案内させて頂きます。 

 今後も、皆様のご要望にも応じて年に数回（不定期）の開催を企画していきます

ので、テーマ等のリクエストをお願いします。 

東光高岳では、小山地区特高変電所の受変電設備を全面的に更新しました。 

  受電電圧 ： ６６ｋV、契約電力：４４００ｋＷ 

  受電方式 ： ２回線受電ＣＢ２台（本・予備方式）、引込：架空引込み 

  回路構成 ： ２バンク方式（３ｋＶ配電用と６ｋＶ配電用） 

  受電用開閉装置 ： ＶＣＢ型Ｃ－ＧＩＳ 

  主要変圧器 ： Ｎ２密封形油入変圧器（7,500kVA、二次：3kV/6kV切替） 

東北支社 社会インフラ営業Ｇ 桑名竜也 

＜製品紹介＞ 

 設備にやさしい１品をご存知ですか？ 

 電気設備内で使用している変圧器において、電気の入切をすると通常

の約１０倍という励磁突入電流が一瞬流れ、知らず知らずの内に設備へ

ストレスを与えてしまっています。 

 その対策として、別途抑制装置を取り付けるなど、苦労されているお話

をお聞きしますが、弊社では、その様な装置を取付なくても抑制出来る 

【励磁突入電流抑制変圧器】 をご用意しております。 

 使用する設備に、やさしい電気が送れる様にと考えています。 

中部支社 社会インフラ営業Ｇ 大水喜廣 

＜新任紹介＞ 

 ６月２６日付にて、中部支社に着任しました大水喜

廣と申します。東京から７年ぶりに古巣の名古屋の

地に戻って参りました。 

 弊社特高・高圧設備をご愛顧頂いているお客様

へ、点検，異常解決サービス等を提供し、延命化，

更新提案等行ってまいります。また、合わせて新商

品の提案，提供も積極的に展開してまいりますので、

宜しくお願い致します。 

【スマート化】 

 状態監視用に各種センサーを設置し、

データ収集・分析等により劣化診断が可能 

【見える化】 

 エネルギー監視システム（ＦＥＭＳ）導入 

 

 従来比約1/4に設置面積を省スペース化し、

敷地内に新設することで２日の停電で切換

え、大幅に工期を短縮！ 

 

 また、これに加えて発変電規程（JEAC5001-2012）では、第 1-5 条でさく・

へい等の地表上の高さを 1.5m 以上と定めています。 

 発変電規程では、日常点検時に取扱者が露出充電部に触れないように第

5-19 条で巡視通路における保護さく、保護網の設置とその距離（表 4）につ

いて定めています。 

 最後に、今回ご紹介した距離について

は、数ある距離の中から一握りのものと

なり、紹介した中でも細部にわたっての

距離はご紹介できていない部分もありま

す。これから保守・保全を行っていくう

えで、改めてこれらの法律をよく理解し

て役立てていただければと考えます。 

 

 我々東光高岳も、この情報誌を通じて

皆様のメンテナンスに役立て、距離を縮

められていくよう努めていきますので、

今後ともよろしくお願いいたします。 

 次回は「相順について」を予定してい

ます。他に皆様が知りたいことがあれば、

弊社までリクエストをお願いします。 
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図１ 

 

表 3 

使用電圧(kV) 最少隔離距離(m) 

7 以下 0.5 

7 を超え 35 以下 1.5 

35 を超え 80 以下 2.0 

80 を超え 115 以下 3.0 

115 を超え 175 以下 4.0 

175 超過 
4ｍに 175kV を超える 10kV 又は 

その端数ごとに 0.12m を加えた値 

表 4 

保護さく、保護網と露出充電分の距離 

公称電圧(kV) 屋外(m) 屋内(m) 

3.3 0.25 0.10 

6.6 0.25 0.12 

11 0.30 0.18 

22 0.40 0.30 

33 0.50 0.42 

66 0.85 0.73 

77 1.00 － 

110 1.40 － 

154 1.90 － 

187 1.90 － 

220 2.30 － 

275 2.70 － 

500 8.00 － 

60cm 60cm

30cm

60cm

みなさんこんにちは、東光高岳です。 

東光高岳では、メンテナンスに役立つ情報を皆様と共有できる情報誌を発刊す

ることとなりました。第 1 回目は「距離について」です。 

 目に見えない電気を保守するみなさんにとっては、作業員の方の安全・施設に

対する保安上必要となってくる大切なものです。今回は、おさらいという意味合

いになるかもしれませんが、関係法令をご紹介します。 

まず、労働安全衛生規則では、作業する人のための安全を確保する距離という

ことで、第 342 条と第 344 条に、距離の記載があります。 

 第 342 条では、高圧活線近接作業で充電電路に絶縁用防具を装着しなければい

けない距離が決められています。頭上 0.30m、周囲及び足下 0.60m 以内（図１）

に接近し、感電のおそれがある場合。ただし絶縁用保護具を着用し、感電のおそ

れが生じないときはこの限りではない。第 344 条では、特別高圧活線作業で作業

員に活線作業用具を使用させたうえでの、充電電路に対する接近限界距離が決め

られています。（表１） 

 一方、電気設備に関する技術基準を定める

省令では、設備の保安のための距離として、

省令第 9 条第 1 項で、「電気機械器具に、取扱

者以外の者が容易に触れないようする規定」、

省令 23 条第 1 項で、「電気機械器具等を施設

する構内に取扱者以外が立ち入らないような

措置を講ずる規程」が定められています。ま

た技術的要件を満たすものとして、電気設備

の技術基準の解釈では、第 21 条と第 22 条、

第 38 条で、屋外に施設する高圧又は特別高圧

の機械器具の周囲に「さく・へい」を設ける

ことが定められています。ここでは、施設す

るさく・へいの高さと、さく・へいから充電

部分までの距離を足し合わせた和としての距

離（表 2）とさく・へいと充電部分との最少

隔離距離（表 3）を定めています。 

 

表 1 

充電電路の 

使用電圧 

(kV) 

充電電路

に対する

接近限界

距離(m) 

22 以下 0.20 

22 を超え 33 以下 0.30 

33 を超え 66 以下 0.50 

66 を超え 77 以下 0.60 

77 を超え 110以下 0.90 

110 を超え 154 以下 1.20 

154 を超え 187 以下 1.40 

187 を超え 220 以下 1.60 

220 を超える場合 2.00 

表 2 

充電部分の使用電圧の区分(kV) 
さくの高さとさくから充電部分までの距離との和

(m) 

35 以下 5 

35 を超え 160 以下 6 

160 超過 6+c 

c は、使用電圧と 160kV の差を 10kV で除した値（小数点以下は切上）に 0.12 を乗じたもの 
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